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平成 21 年度第二期 管理建築士講習（追加募集）受講案内 

登録講習機関 

財団法人 建築技術教育普及センター 
登録年月日：平成20年11月28日 登録番号：第1号 

 平成 20年 11 月 28日に施行された新建築士法では、建築士事務所を管理する建築士（以下「管理建築士」という。）となるには、
建築士として 3年以上の設計その他の国土交通省令で定める業務に従事した後、国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が行う
管理建築士講習の課程を修了することとされています。 

■ 旧建築士法第 24条第 1項の規定により置かれている建築事務所の管理建築士についての経過措置 

■講習案内 

1．受講申込関係書類の配布 
(1) 配 布 期 間  平成 21年 8月 20日(木)～9月 11日(金)（ただし、土曜日、日曜日は除く。） 
(2) 配 布 時 間  午前 9時 30分～午後 4時 30分（ただし、最終日の9月 11日は午後 3時まで。） 
(3) 配 布 場 所  受講を希望する各都道府県建築士事務所協会（以下「各事務所協会」という。） 
(4) 配 布 価 格  無料（受講申込者 1人に 1部） 
   ※ 郵送での配布については、受講を希望する各事務所協会の受講案内により確認して下さい。 

2.受講申込書の受付 
(1) 受 付 期 間  平成 21年 8月 20日(木)～9月 11日(金) （ただし、土曜日、日曜日は除く。） 
(2) 受 付 時 間  午前 9時 30分～午後 4時 30分 
(3) 受 付 場 所  受講申込関係書類の配布を受けた各事務所協会 

■受講申込書の配布及び受付に係る注意事項 

・申込書の配布期間、受付期間が各事務所協会で異なります。受講を希望する各事務所協会の受講案内により確認して下さい。 
・申込書の配布部数が予定数に達した場合や受講申込者数が定員に達した場合は、配布や受付期間中であっても配布及び受付を
終了します。 
・申込書の配布及び申込受付を終了した都道府県名は、当センターホームページでお知らせいたします。 

3．受講手数料（テキスト代を含む） 
１５，７５０円（消費税額 750 円を含む。） 

(1) 一旦納付された受講手数料は、当センターの責により講習を受けることができなかった場合を除き、返還されません。 

(2) 受講資格審査の結果、受講資格なしと判定された方については、受講手数料を返還いたします。 

(3) 講習テキストは講習日当日に会場で配布します。 

4．講習日及び講習地 
(1) 希望する講習地の講習日を選択して下さい。 

(2) 講習の受付は申込受付順とします。ただし、一つの講習に受講希望者が集中した場合又は極端に少ない場合には、希望する講

習地の講習日で受講ができない場合があります。 

5．講習地及び講習日の変更 
転勤などやむを得ない事情がある場合で、且つ、変更先の会場に余裕のある場合に限り、講習地及び講習日の変更が可能です。

指定された講習日の１週間前までに、変更希望先の講習地の各事務所協会へ申し出て下さい。 

6．講習の構成 
(1) 講習は 1日で実施し、テキストを使用した講義（5時間）と修了考査（1時間）の構成になります。なお、講義と修了考査を別々

の日で受けることはできません。 

(2) 受講すべき講義の一部でも欠席した場合は､修了考査を受けることができません。 

(3) 講習開始時刻等の当日の実施時刻は、講習会場により異なりますので、必ず受講を希望する各事務所協会の受講案内により確

認して下さい。（講義及び修了考査の時間の変更はありません。） 

7．修了者の発表 
(1) 講習修了者の発表は、講習実施月の翌月末を予定しています。 

(2) 修了者については、「修了証」の交付をもって修了の通知をします。その際、修了できなかった方にもその旨通知します。 

(3) 修了者の受講番号を記載した修了者一覧表の公表については、講習を実施した各事務所協会及び当センター各支部で行うとと

もに、当センターホームページに掲載します。 

(4) 修了考査問題及び合格基準点等の概要の公表については、平成 21年 12 月末に各建築士事務協会及び当センター各支部で行う

とともに、当センターホームページに掲載します。 

 

新建築士法施行以前（平成 20年 11 月 27 日以前）に既に管理建築士として業務に従事されている方々についても、管理建築士
講習の課程を修了することが必要となりますが、経過措置として、新建築士法施行日から 3 年以内（平成 23 年 11 月 27 日まで)
に、管理建築士講習の課程を修了することとされています。 
 また、法施行後（平成 20 年 11 月 27 日以後）に建築士事務所の登録更新を行う場合で、法施行時に管理建築士として登録され
ている建築士が引き続き同じ建築士事務所において管理建築士となる場合の当該建築士も、新建築士法施行日から 3年以内（平成
23年 11 月 27 日まで)に管理建築士講習の課程を修了すればよいこととなります。 
 
 なお、経過措置の適用期限(平成 23 年 11 月 27 日)が迫ってくると、受講を希望される方が過度に集中し、希望される講習会場
での受講が困難になることが予想されます。該当される方はなるべく平成 21年度から平成 22年度までに受講をされますようお勧
めいたします。 
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■管理建築士講習（追加募集）講習日・会場 

都道府県 講習日 会場名 定員 会場ｺｰド  都道府県 講習日 会場名 定員 会場ｺｰド 

北海道 10月 6日(火) 札幌ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰ 300 1A-07  京 都  9月16日(水) みやづ歴史の館 50 5B-04 

岩 手 11月 6日(金) 北上商工会館 40 1C-02    9月29日(火) 国立京都国際会館 200  5B-05 

 11月24日(火) いわて県民情報交流ｾﾝﾀｰ ｱｲｰﾅ 100 1C-03  大 阪 10月21日(水) 大阪国際交流ｾﾝﾀｰ 150  5C-07 

秋 田 10月28日(水) 秋田市文化会館 30  1E-03  兵 庫 9月16日(水) ﾗｯｾﾎｰﾙ 176  5D-04 

茨 城 10月20日(火) 茨城県建設技術研修ｾﾝﾀｰ 100  2A-04   10月28日(水) ﾗｯｾﾎｰﾙ 258  5D-05 

栃 木 10月27日(火) ﾊﾟﾙﾃｨとちぎ男女共同参画ｾﾝﾀｰ 64  2B-05  奈 良 10月30日(金) 春日野荘 45 5E-03 

群 馬 10月15日(木) 群馬建設会館ﾎｰﾙ 43  2C-07   11月 5日(木) (財)広域地場産業振興ｾﾝﾀｰ 34  5E-04 

埼 玉 10月29日(木) 大宮ｿﾆｯｸｼﾃｨ市民ﾎｰﾙ 190  2D-09  岡 山 10月30日(金) ｺﾝﾍﾞｯｸｽ岡山 100  6C-02 

 11月24日(火) 大宮ｿﾆｯｸｼﾃｨ市民ﾎｰﾙ 260  2D-10  広 島 10月 6日(火) ｳｴﾙｻﾝﾋﾟｱ福山 80  6D-05 

東 京 10月23日(金) 東京ﾋﾞｯｸﾞｻｲﾄ国際会議場 650  2F-07   10月27日(火) 八丁堀ｼｬﾝﾃ 150 6D-06 

新 潟 10月 6日(火) 朱鷺ﾒｯｾ 210  3A-06  山 口 11月26日(木) 山口ｾﾐﾅｰﾊﾟｰｸ 100  6E-04 

 10月21日(水) 上越商工会議所 150  3A-07  香 川 9月16日(水) 高松商工会議所 150 7B-02 

 11月17日(火) 朱鷺ﾒｯｾ 280  3A-08  高 知  9月30日(水) ｳｴﾙｻﾝﾋﾟｱ高知 100  7D-02 

富 山 10月 2日(金) 富山県農協会館 45  3B-03  福 岡 11月14日(土) 福岡建設会館 200 8A-04 

愛 知 10月 1日(木) 名古屋市公会堂 80  4C-07  佐 賀 10月 7日(水) 佐賀市文化会館 100 8B-01 

 10月23日(金) 名古屋市公会堂 260  4C-08  長 崎 11月18日(水) 長崎県総合福祉ｾﾝﾀｰ 161 8C-01 

 11月12日(木) 名古屋市公会堂 380 4C-09  熊 本  9月30日(水) くまもと県民交流館 ﾊﾟﾚｱ 240  8D-03 

  1月28日(木) 名古屋市公会堂 380 4C-10  宮 崎 10月16日(金) JA・AZM ﾎｰﾙ 200  8F-02 

 1月29日(金) 名古屋市公会堂 380 4C-11  鹿児島  9月29日(火) かごしま県民交流ｾﾝﾀｰ 60  8G-03 

三 重 11月11日(水) 三重県総合文化ｾﾝﾀｰ 147  4D-02       

注） 講習会場、定員等が変更となる場合があります。詳細は受講受付団体の配布する資料で確認して下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合せ先（平日9：30～17：00） 

 

 

問合せ先 〒 所   在   地 電  話 

（財）建築技術教育普及センター本部 
〃       北海道支部 

〃       東北支部 

〃       関東支部 
〃       東海北陸支部 

〃       近畿支部 

〃       中国四国支部 
〃       九州支部 

（社）日本建築士事務所協会連合会 

104-0031 
060-0042 

980-0824 

104-0031 
460-0008 

540-6591 

730-0051 
812-0013 

104-0032 

東京都中央区京橋 2-14-1 
札幌市中央区大通西 5-11 

仙台市青葉区支倉町 2-48 

東京都中央区京橋 2-14-1 
名古屋市中区栄 4-3-26 

大阪市中央区大手前 1-7-31 

広島市中区大手町 2-11-15 
福岡市博多区博多駅東 2-9-1 

東京都中央区八丁堀 2-21-6 

 
大五ビル 

宮城県建設産業会館 

 
昭和ビル 

ＯＭＭビル 

新大手町ビル 
東福第 2ビル 

八丁堀 NFビル 

03（ 5524） 3105 

0 1 1（ 221） 3150 

0 2 2（ 223） 3245 

0 3（ 5524） 2176 

0 5 2（ 261） 6816 

0 6（ 6942） 2214 

0 8 2（ 245） 8055 

0 9 2（ 471） 6310 

0 3（ 3552） 1281 

当センターホームページで、制度案内、受講に関する情報を提供しています。 http://www.jaeic.jp/ 


